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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年７月２８日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年１月２８日 １３時４０分ごろ 

発生場所 長崎県平戸市大碆
おおばえ

鼻北西方沖  

大碆鼻灯台から真方位３３９°１３.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°３９.１′ 東経１２９°１９.２′） 

事故調査の経過  平成２３年２月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 太陽
たいよう

丸、１９.０トン 

   ＴＴ２－１７８６（漁船登録番号）、個人所有 

   １８.９０ｍ（Lr）×３.９２ｍ×１.９３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１９０、平成元年６月 

Ｂ 漁船 一
いっ

哲
てつ

丸、７.９トン 

   ＮＳ２－２３３４０（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.８０ｍ（Lr）×２.９５ｍ×１.０７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、平成元年２月１０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 昭和６３年５月２０日 

    免許証交付日 平成２０年４月１０日 

           （平成２５年５月１９日まで有効）   

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１５年７月２５日 

    免許証交付日 平成２２年８月２５日 

           （平成２７年８月２４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ３人（船長Ｂが頭部及び右肩打撲傷、甲板員Ｂ1が右肩及び腰部

打撲傷並びに甲板員Ｂ2が腰部打撲傷を負った。） 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部破損、右舷船首部の網揚げ用ローラー取付部曲損、操舵室

右舷側損壊、操舵室後部のオーニング柱曲損 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、大碆鼻北西方沖を約７.０ノットの

対地速力で自動操舵により漁場に向けて南西進中、船長Ａが、平成２３年
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１月２８日１３時３０分ごろ、６Ｍレンジとしたレーダーで船首方やや右

約１Ｍ付近に船舶（以下「Ｃ船」という。）を探知し、目視により操業中の

漁船であることを確認したが、Ｃ船の付近には他の漁船などを認めなかっ

た。 

船長Ａは、前方にはＣ船のほかには船舶はいないものと思い、操舵室後

部にある小型テレビを見ながら南西進中、１３時４０分ごろ、大碆鼻灯台

から真方位３３９°１３.６Ｍ付近において、Ａ船の船首部とＢ船の右舷船

首部とが衝突した。 

船長Ａは、衝撃を受けてＢ船との衝突に気付き、また、右舷側約１５０

ｍのところでＣ船が揚網しているのを視認した。 

Ｂ船は、船長Ｂ、甲板員Ｂ1 及び甲板員Ｂ2 の３人が乗り組み、大碆鼻北

西方沖の漁場に到着し、２８日０９時ごろから刺し網漁の操業を始め、前

日、数箇所に施網した刺し網を揚網して魚を外したのち、再び投網する作

業を繰り返した。 

Ｂ船は、衝突の約１時間前から揚網を行い、揚網を終えて船首を北に向

けて漂泊し、船長Ｂ及び甲板員２人が、船尾甲板で魚を外したのち、次の

投網準備のために漁網の整理を始めた。 

船長Ｂは、周囲を見たとき他船がいなかったので、接近する船舶はいな

いものと思い、漁網の整理を続けていたところ、Ａ船と衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：波 ほとんどなし、潮流 ほとんどなし 

 その他の事項 Ａ船は、いか一本釣り漁船であり、２８日１２時ごろ長崎県壱岐市郷ノ

浦漁場を出港して漁場に向かっていた。 

Ｂ船は、平戸市田助漁港を出港し、２８日０９時ごろ大碆鼻北西方沖の

漁場に到着して操業を始めた。 

船長Ｂは、Ｂ船の前方（北方）５００ｍ付近に漁船１隻（Ｃ船）を視認

していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、大碆鼻北西方沖を南西進中、船長Ａ

が、前方にはＣ船しかいないものと思い込み、操

舵室後部にあるテレビを見ていて前方の見張りを

行っていなかったことから、漂泊中のＢ船に気付

かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

Ｂ船は、大碆鼻北西方沖で漂泊中、船長Ｂが、

Ｂ船に接近する船舶はいないものと思い込み、船

尾甲板で投網準備をしていて周囲の見張りを行っ

ていなかったことから、Ａ船がＢ船に向けて接近

していることに気付かずに投網準備を続け、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、大碆鼻北西方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が漂泊中、

両船が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生し

たものと考えられる。 
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参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として次のことが考えられ

る。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

・レーダーで他船を確認する場合は、長距離レンジと短距離レンジを切

り換えて使用し、早期に他船を探知できるようにすること。 

 




